
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
人
事
委
員
会 

委
員
長 

舩 
 

木 
 

孝 
 

和 

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号 

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
）
 

 
 

 
 

職
員
の
区
分
 

期
間
の
区
分
 

１
項
職
員
 

２
項
職
員
 

３
項
職
員
 

４
項
職
員
 

１
種
 

２
種
 

１
年
未
満
 

 
 
 
円
 

3
70,

400 
円
 

3
10,

000 
円
 

5
1,6

00 
円
 

30,000 
円
 

50,000 

１
年
以
上
２
年
未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
5
1,6

00 
30,000 

50,000 

２
年
以
上
３
年
未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
5
1,6

00 
30,000 

50,000 

３
年
以
上
４
年
未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
5
1,6

00 
30,000 

50,000 

４
年
以
上
５
年
未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
5
1,6

00 
30,000 

50,000 

５
年
以
上
６
年
未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
5
1,6

00 
30,000 

50,000 

６
年
以
上
７
年
未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
4
9,8

00 
30,000 

50,000 

７
年
以
上
８
年
未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
4
8,0

00 
30,000 

50,000 

８
年
以
上
９
年
未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
4
6,2

00 
30,000 

50,000 

９
年
以
上
10年

未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
4
4,4

00 
30,000 

50,000 

10年
以
上
11年

未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
4
2,6

00 
25,000 

 

11年
以
上
12年

未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
4
0,8

00 
20,000 

 

12年
以
上
13年

未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
3
9,0

00 
15,000 

 

13年
以
上
14年

未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
3
7,2

00 
10,000 

 

14年
以
上
15年

未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
3
5,8

00 
5,000 

 

15年
以
上
16年

未
満
 

3
70,

400 
3
10,

000 
3
4,4

00 
 

 

16年
以
上
17年

未
満
 

3
66,

400 
3
06,

700 
3
3,0

00 
 

 

17年
以
上
18年

未
満
 

3
62,

400 
3
03,

400 
3
1,6

00 
 

 

18年
以
上
19年

未
満
 

3
58,

400 
3
00,

100 
3
0,2

00 
 

 

19年
以
上
20年

未
満
 

3
54,

400 
2
96,

800 
2
8,8

00 
 

 

20年
以
上
21年

未
満
 

3
50,

400 
2
93,

500 
2
7,4

00 
 

 

21年
以
上
22年

未
満
 

3
36,

400 
2
81,

500 
2
6,8

00 
 

 

22年
以
上
23年

未
満
 

3
20,

400 
2
68,

000 
2
6,2

00 
 

 

23年
以
上
24年

未
満
 

3
03,

900 
2
54,

500 
2
5,2

00 
 

 

24年
以
上
25年

未
満
 

2
87,

400 
2
41,

000 
2
4,6

00 
 

 

25年
以
上
26年

未
満
 

2
70,

900 
2
27,

500 
2
4,0

00 
 

 

 
 

 
 

 
 



26年
以
上
27年

未
満
 

2
51,

400 
2
10,

500 
2
3,4

00 
 

 

27年
以
上
28年

未
満
 

2
31,

900 
1
93,

500 
2
2,8

00 
 

 

28年
以
上
29年

未
満
 

2
12,

400 
1
76,

500 
2
2,0

00 
 

 

29年
以
上
30年

未
満
 

1
92,

900 
1
59,

500 
2
1,7

00 
 

 

30年
以
上
31年

未
満
 

1
72,

400 
1
42,

000 
2
1,3

00 
 

 

31年
以
上
32年

未
満
 

1
51,

900 
1
24,

500 
2
0,7

00 
 

 

32年
以
上
33年

未
満
 

1
31,

400 
1
07,

000 
1
9,8

00 
 

 

33年
以
上
34年

未
満
 

1
09,

900 
8
7,0

00 
1
8,9

00 
 

 

34年
以
上
35年

未
満
 

8
8,4

00 
6
7,0

00 
1
8,2

00 
 

 

備
考
 

１
 
こ
の
表
に
お
い
て
、
期
間
の
区
分
欄
に
掲
げ
る
年
数
は
、
採
用
の
日
又
は
第
４
条
各
号
の
職
員
と
な
つ

た
日
以
後
の
期
間
を
示
す
。
 

２
 
こ
の
表
に
お
い
て
、
「
１
項
職
員
」
と
は
第
２
条
第
１
項
の
職
を
占
め
る
職
員
を
、
「
２
項
職
員
」
と

は
同
条
第
２
項
の
職
を
占
め
る
職
員
を
、
「
３
項
職
員
」
と
は
同
条
第
３
項
の
職
を
占
め
る
職
員
を
、
「

４
項
職
員
」
と
は
同
条
第
４
項
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
 

３
 
こ
の
表
に
お
い
て
、
「
１
種
」
と
は
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の
職
を
占
め
る
職
員
を
、
「
２
種
」
と
は

同
項
第
２
号
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
 

 
別
表
第
二
（
第
七
条
の
二
関
係
）
 

 
 

 
 

職
員
の
区
分
 

期
間
の
区
分
 

２
項
職
員
 

４
項
職
員
 

 
 

 

１
年
未
満
 

 
 
 
円
 

36,100 
円
 

35,000 

 
 

 

１
年
以
上
２
年
未
満
 

36,100 
35,000 

 
 

 

２
年
以
上
３
年
未
満
 

36,100 
35,000 

 
 

 

３
年
以
上
４
年
未
満
 

36,100 
35,000 

 
 

 

４
年
以
上
５
年
未
満
 

36,100 
35,000 

 
 

 

５
年
以
上
６
年
未
満
 

36,100 
35,000 

 
 

 

６
年
以
上
７
年
未
満
 

34,900 
35,000 

 
 

 

７
年
以
上
８
年
未
満
 

33,600 
35,000 

 
 

 

８
年
以
上
９
年
未
満
 

32,300 
35,000 

 
 

 

９
年
以
上
10年

未
満
 

31,100 
35,000 

 
 

 

10年
以
上
11年

未
満
 

29,800 
 

 
 

 

11年
以
上
12年

未
満
 

28,600 
 

 
 

 

12年
以
上
13年

未
満
 

27,300 
 

 
 

 

13年
以
上
14年

未
満
 

26,000 
 

 
 

 

14年
以
上
15年

未
満
 

25,100 
 

 
 

 

15年
以
上
16年

未
満
 

24,100 
 

 
 

 

16年
以
上
17年

未
満
 

23,100 
 

 
 

 

17年
以
上
18年

未
満
 

22,100 
 

 
 

 

18年
以
上
19年

未
満
 

21,100 
 

 
 

 

19年
以
上
20年

未
満
 

20,200 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



20年
以
上
21年

未
満
 

19,200 
 

 
 

 

21年
以
上
22年

未
満
 

18,800 
 

 
 

 

22年
以
上
23年

未
満
 

18,300 
 

 
 

 

23年
以
上
24年

未
満
 

17,600 
 

 
 

 

24年
以
上
25年

未
満
 

17,200 
 

 
 

 

25年
以
上
26年

未
満
 

16,800 
 

 
 

 

26年
以
上
27年

未
満
 

16,400 
 

 
 

 

27年
以
上
28年

未
満
 

16,000 
 

 
 

 

28年
以
上
29年

未
満
 

15,400 
 

 
 

 

29年
以
上
30年

未
満
 

15,200 
 

 
 

 

30年
以
上
31年

未
満
 

14,900 
 

 
 

 

31年
以
上
32年

未
満
 

14,500 
 

 
 

 

32年
以
上
33年

未
満
 

13,900 
 

 
 

 

33年
以
上
34年

未
満
 

13,200 
 

 
 

 

34年
以
上
35年

未
満
 

12,700 
 

 
 

 

備
考
 

１
 
こ
の
表
に
お
い
て
、
期
間
の
区
分
欄
に
掲
げ
る
年
数
は
、
採
用
の
日
又
は
第
４
条
各
号
（
第
３
号
を
除

く
。
）
の
職
員
と
な
つ
た
日
以
後
の
期
間
を
示
す
。
 

２
 
こ
の
表
に
お
い
て
、
「
２
項
職
員
」
と
は
第
２
条
第
２
項
の
職
を
占
め
る
職
員
を
、
「
４
項
職
員
」
と

は
同
条
第
４
項
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
 

 附 

則 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
初
任
給
調
整
手
当

に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 


